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受付期間    ２月 16 日 E ～ ３月 15 日 W 

　　　　　午前９時～ 午後３時（土・日・祝日除く）　

場 所　市文化会館  オーケストラ練習室
・３月 16 日 E 以降は税務課窓口にお越しください。
・車で来られる場合は、市民病院跡地（文化会館北向かい）
   または警察署跡地（文化会館東隣）の駐車場をご利用ください。
   受付初日から 1 週間程度は大変混雑しますので、
   できるだけ日をずらしてお越しください。

・文化会館が工事のため、裏側（南側）駐車場が利用できません。
   また、裏口も封鎖されていますので、正面玄関からお入りください。

【問い合わせ】
市・県民税の申告
税務課

（36)5505・ （33)3670
12603

所得税の確定申告
近江八幡税務署 (33)3141
     http://www.nta.go.jp/

　

令
和
２
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
お
よ
び
市
・
県
民
税
の

申
告
の
受
け
付
け
が
２
月
16
日
E
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

市
で
は
期
間
中
、
会
場
を
設
け
て
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

源泉徴収票の控除内容に追加でき
るものがある（医療費控除など）

申告の必要は
ありません

市・県民税の
申告が

必要

所得税の
確定申告が

必要

Ａ Ｂ ＤＣ
所 得 税 の 確 定 申
告または市・県民
税の申告が必要
※金額や内容により申
告の種類が異なります

あなたは、申告が必要ですか？
        確定申告？    市・県民税の申告？

１３ ２

市内の人に扶養に
とられている

いいえ

譲渡所得がある
（土地・建物を売っ
た収入など）はい いいえ

給与収入が
ある

農業所得・不動産
所得・営業所得（自
営業・外交員・内職など）

Ｃへ
近江八幡税務署で所得税の
確定申告をしてください

いいえ
はい

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい はい

いいえ

市内の人に扶養にとられている

いいえ

はい

いいえ1 年 間 の 年 金 受 給 額 が
98 万円以上である

年金の源泉徴収票に源泉徴収
税額の記載がある

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

収入－必要経費－ 50 万円＞ 0である

はいいいえ

公的年金収入
がある

保 険 の 満 期 返 戻
金 な ど 一 時 的 な
収入がある

はい はい年末調整をした給与所得以外に、
他の会社の給与収入や農業所得
など、他の所得がある

いいえ
いいえ

いいえ

Ｂへ

Ｂへ

Ｂへ

Ｂへ

はい
医療費控除など控除内容に変更がある

Ｃへ

Ｃへ

ＣへＤへ

Ｄへ

Ｄへ

Ｄへ

いいえ はい

源泉徴収票に源泉徴収税額の記載がある

ＡへＡへ

Ａへ

いいえ はい

他の会社の給与収入や他の所得
の合計額が 20 万円を超える 勤務先で年末調整を済ませた

１年間の年金受給額は 400 万円以下である

公的年金の所得以外に、会社の給与収
入や農業所得など他の所得がある

誕生日は昭和 31 年 1 月 1 日以前である

1 年間の年金受給額が 148 万円以上である
（65 歳以上）

源泉徴収票の控除内容に追加できるも
のがある（医療費控除など）

遺族年金または障害年金だけである

へへ

　　　　令和２年中に収入がありましたか？※令和 3 年１月１日に本市に住所
　がある人が対象

　

市
で
は
、
令
和
２
年
中
の
農
業
所
得
の

収
支
内
訳
書
の
作
成
に
つ
い
て
の
事
前
相

談
を
２
月
８
日
W
ま
で
税
務
課
で
行
っ
て

い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
期
間
中
は
農
業
の
収
支
内
訳

書
の
個
別
相
談
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◆ 

パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告
書
の

作
成
が
で
き
ま
す

　

パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書

コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し
て
、
確
定
申
告
書

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作
成
し

た
デ
ー
タ
は
印
刷
し
て
税
務
署
へ
郵
送
で

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
税
務
署

や
市
役
所
へ
出
向
く
必
要
が
な
く
な
り
ま

す
。
ま
た
、
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）

で
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し
く

は
国
税
庁
ま
た
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

次の人は
税務署で確定申告を

・おおむね 300 万円以上の事業
所得、不動産所得、農業所得が
ある人

・譲渡所得がある人
・住宅借入金等特別控除（住宅
ローン控除）を初めて受ける人

・令和 2 年中に亡くなられた人
の確定申告をする人

・令和元年（平成 31 年）分以
   前の確定申告をする人

・事業・不動産所得の青色申告
   をする人

・申告分離課税の所得がある人
・雑損控除がある人（市・県民
   税申告の人を除く）

・外国税額控除を受ける人
・予定納税がある人
・確定申告書の控えに受付印が
   必要な人

・本年 1 月 1 日時点で本市に住
   民登録がない人　　    など

市では
受け付けできません

１

３

２

へ

○
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
な
ど
給
与
以

外
の
所
得
が
あ
り
、
令
和
２
年
中
の
合
計

所
得
金
額
が
、
扶
養
控
除
・
基
礎
控
除
な

ど
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

○
年
末
調
整
済
み
の
給
与
所
得
以
外
に
、

20
万
円
を
超
え
る
所
得
ま
た
は
給
与
収
入

が
あ
る
人
（
20
万
円
以
下
の
場
合
は
、市
・

県
民
税
の
申
告
が
必
要
）

○
令
和
２
年
中
の
給
与
収
入
金
額
が

２
千
万
円
を
超
え
る
人

○
令
和
２
年
中
に
住
宅
を
取
得
・
増
改
築

し
、
住
宅
借
入
金
等
控
除
を
受
け
る
人

○
そ
の
他
、か
ん
た
ん
申
告
チ
ェ
ッ
ク（
左

図
）
で
、「
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要

で
す
」
に
該
当
す
る
人

◆
市
・
県
民
税
の
申
告
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必
要
な
人

○
か
ん
た
ん
申
告
チ
ェ
ッ
ク
で
、「
市
・

県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
」
に
該
当
す

る
人
。

※ 

た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
人
や
、
所
得
が
給
与
だ
け
で
給
与
支
払

報
告
書
が
勤
務
先
か
ら
市
役
所
税
務
課
に

提
出
済
み
の
人
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
前

年
度
申
告
し
て
い
た
だ
い
た
人
で
今
年
度

も
申
告
の
対
象
に
な
る
と
想
定
さ
れ
る
人

に
は
事
前
に
案
内
文
書
を
送
付
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

◆
納
め
た
所
得
税
が
戻
る
人

（
２
月
16
日
以
前
で
も
税
務
署
で
申
告
が

で
き
ま
す
）

  

令
和
２
年
中
の
源
泉
徴
収
税
額
が
あ
る

人
で
、
次
の
場
合
は
確
定
申
告
（
還
付
申

告
）
で
所
得
税
を
精
算
す
る
と
、
所
得
税

が
戻
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
令
和
２
年
中
に
中
途
退
職
し
た
後
、
再

就
職
し
な
か
っ
た
給
与
所
得
者
で
年
末
調

整
さ
れ
て
い
な
い
人

○
給
与
所
得
者
で
医
療
費
、
寄
附
金
な
ど

の
所
得
控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

な
ど
を
受
け
ら
れ
る
人

○
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
に
生
命
保
険

料
や
扶
養
な
ど
の
所
得
控
除
に
も
れ
が

あ
っ
た
人

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

な
ど
の
感
染
対
策
に
つ
い
て

　

申
告
会
場
で
は
、

マ
ス
ク
の
着
用
、
手

指
の
消
毒
、
検
温
の

実
施
を
徹
底
し
ま

す
。「
マ
ス
ク
を
着

用
さ
れ
な
い
人
」「
消
毒
や
検
温
を
拒
否

す
る
人
」「
37
・
５
度
以
上
の
発
熱
の
あ

る
人
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
会
場
へ
の
入

場
を
お
断
り
し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
滞
在
時
間
短
縮
の
た
め
医
療
費

控
除
の
明
細
書
や
収
支
内
訳
書
の
会
場
で

の
作
成
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
必
ず
、
ご

自
宅
で
完
成
さ
せ
て
か
ら
会
場
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

◆
所
得
税
の
確
定
申
告
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必
要
な
人

   

税
務
職
員
を
装
っ
た
詐
欺
に

　
　
　
　
　
　
ご
注
意
を
！

  

税
務
職
員
を
装
っ
た
不
審
な
電
話
や「
振

り
込
め
詐
欺
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
還

付
金
の
受
け
取
り
の
た
め
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現

金
自
動
預
け
払
い
機
）
の
操
作
を
求
め
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
納
税
の
た

め
に
金
融
機
関
の
口
座
を
指
定
し
て
振
り

込
み
を
求
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。 税

の
申
告
は
お
早
め
に

Ｄへ Ｃへ

かんたん
申告チェック

スタート
令和２年中に収入がありましたか？

◆ 

農
業
所
得
収
支
計
算
の

事
前
相
談
は
２
月
８
日
W
ま
で



本年度の成人式実行委員の皆さん　（敬称略・向かって左から）中井創基、高木穂乃佳、丹羽この実、中島葵、覀林澪みお、童どう児あも ん夢、
松田柚

ゆずき
稀、平田成央、福本聖

きよと
人、杉林智哉、荒竹亜由美、山

さんとう
藤慎也、北島沙佑紀　（写真撮影時のみマスクを外しています）

　「Born in ミレニアム」をテーマに１月 10 日、新型コロナ対策で密
を避けるために市文化会館・G-NET しが・文芸セミナリヨの３会場に
分散して時間短縮のうえ令和 3 年成人式が行われ、819 人が大人の仲
間入りをしました。新成人は同級生との再会を喜ぶとともに、社会人と
して自覚ある行動を誓いました。
　実行委員長の福本聖

き よ と

人さんは、「私たちは晴れて成人式を迎えること
ができました。それは当然のことではなく、さまざまな人の支えがあっ
てのことです。まずはお世話になった人に感謝を伝えたいと思います。
成人となり、これからはより責任感を持って行動していけるようにした
いです」と述べ、無事開催できたことを喜んでいました。
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医
療
費
控
除
対
象
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
）。

◆ 

混
雑
解
消
の
た
め
ご
協
力
を

①
市
・
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

　

市
・
県
民
税
の
申
告
は
３
月
15
日
W
以

降
で
も
税
務
課
窓
口
で
受
け
付
け
し
ま

す
。
混
雑
す
る
時
期
を
ず
ら
し
て
３
月
31

日
R
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

②
確
定
申
告
の
還
付
に
つ
い
て

　

確
定
申
告
の
還
付
に
限
っ
て
は
２
月
16

◆ 

医
療
費
控
除
の
申
告

①
明
細
書
を
作
成
し
ま
し
ょ
う　

平
成
29
年

分
の
確
定
申
告
か
ら
、
領
収
書
の
提
出
の
代

わ
り
に
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
添
付

が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
受
診
し
た
世
帯
員
、

医
療
機
関
ご
と
に
整
理
し
、
医
療
費
の
支
払

金
額
を
集
計
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
医
療

費
の
領
収
書
は
５
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
（
税
務
署
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は

提
示
ま
た
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
）。
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
医

療
費
通
知
（
健
康
保
険
組
合
な
ど
が
発
行
す

る
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
な
ど
）
を
添
付

す
る
と
、
明
細
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。

②
高
額
療
養
費
な
ど
の
申
請
を
先
に
済
ま

せ
ま
し
ょ
う

　

健
康
保
険
の
高
額
療
養
費

支
給
の
対
象
に
な
る
人
は
事

前
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。
国
民
健
康
保
険
の
加
入

者
は
保
険
年
金
課
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
領
収
書
は
確

認
後
お
返
し
し
ま
す
。
高
額

療
養
費
や
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
、
福
祉
医
療
費
（
マ
ル
福
）

の
給
付
な
ど
は
、
医
療
費
控
除

の
計
算
の
際
、
保
険
金
な
ど
で

補
て
ん
さ
れ
る
金
額
と
し
て
計

上
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

《
医
療
費
控
除
の
注
意
事
項
》

①
令
和
２
年
中
（
１
月
１
日

～
12
月
31
日
）
に
領
収
さ
れ

た
も
の
が
対
象
で
す
。

②
予
防
接
種
や
病
気
の
予
防
の
た
め
に

使
っ
た
費
用
（
マ
ス
ク
、栄
養
ド
リ
ン
ク
、

う
が
い
薬
な
ど
）は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

③
健
（
検
）
診
費
用
は
、
原
則
対
象
外
で

す
が
、
検
査
の
結
果
、
重
大
な
病
気
が
発

見
さ
れ
、
そ
の
病
気
を
治
療
し
た
場
合
は

対
象
に
な
り
ま
す
。

④
傷
病
に
よ
り
お
お
む
ね
６
か
月
以
上
に

わ
た
っ
て
寝
た
き
り
の
人
の
お
む
つ
費
用

は
、
医
師
が
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証

明
書
」
が
必
要
で
す
。

⑤
介
護
保
険
制
度
の
居
宅
・
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
料
は
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
利
用
さ
れ
て
い
る
施
設
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
（
指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
な
ど
が
発
行
す
る
領
収
書
に
は

控除の種類 必要な証明など

医療費 医療費控除の明細書など（詳しくは本ページをご覧ください）

社会保険料
（国民健康保険

料・介護保険料
など）

源泉徴収票（年金から引き去りの人・日本年金機構から送付）

保険料納付額のお知らせ（口座振替・納付書払いの人）

生命保険料 生命保険会社などが発行する証明書（生命保険、介護医療保険、
個人年金保険  など）

地震保険料 損害保険会社などが発行する証明書（地震保険、旧長期損害保険
など）

障害者

障害者手帳  など（身体障害者手帳などの交付を受けている人）

障害者控除対象者認定書（65 歳以上の人で一定の要件を満たす
人。即日交付できない場合があります。詳しくは介護保険課 ℡
(33)3511）

寄付金 寄付金控除証明書（控除を受ける本人のみ控除可）

住宅借入金など
住宅借入金等特別控除に必要な書類（年末残高証明書、最初の申
告後に税務署から送付された令和２年分用の住宅控除申告書など）
※はじめて控除を受ける場合は税務署で申告してください。

日
以
前
で
も
税
務
署
で
申
告
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
３
月
15
日
W
以
降
で
も

税
務
署
で
申
告
で
き
ま
す
。

③
営
業
・
農
業
・
不
動
産
収
入
が
あ
る
人

は
収
支
内
訳
書
の
事
前
作
成
を

　

営
業
・
農
業
・
不
動
産
収
入
の
あ
る
人

は
、
収
入
や
経
費
を
項
目
ご
と
に
ま
と
め

た
収
支
内
訳
書
を
事
前
に
作
成
し
て
く
だ

さ
い
。
収
支
内
訳
書
が
な
い
と
申
告
を
受

け
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
収
支
内

訳
書
の
様
式
は
、
税
務
課
や
税
務
署
に
置

い
て
あ
る
ほ
か
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

各種控除に必要な書類

必要な書類など 注意事項

市県民税申告書または税務
署からのお知らせのハガキ

（確定申告書）
あらかじめ送付されている人は
必ずお持ちください。

マイナンバー確認と本人確
認ができるもの

○マイナンバー確認書類
　マイナンバーカード、通知カード、マイ
　ナンバー記載の住民票  など

○本人確認書類
　運転免許証、公的医療保険の被保険者証、
　在留カード、身体障害者手帳  など 

印鑑 朱肉で押すタイプのもの。スタンプ印は不
可。

利用者識別番号の通知書 昨年の申告会場などですでに取得済みの人

源泉徴収票 給与や年金などの源泉徴収票（必ずすべて
お持ちください）

収支内訳書 農業所得・事業所得・不動産所得のある人
（前もって作成してください）

その他所得や経費を明らか
にする書類

生命保険の満期一時金、シルバー人材セン
ターの配分金支払い証明書　など

申告者本人の口座のわかる
もの（預金通帳など） 所得税の還付を受ける人

※
支
払
っ
た
費
用
が
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な

る
か
ど
う
か
は
、
原
則
と
し
て
治
療
に
必
要
な

費
用
か
ど
う
か
で
判
断
さ
れ
ま
す
。
不
明
な
場

合
は
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


